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広報まつぶし/平成21年９月/第484号4

　町では、国などが行う様々な統計調査に継続して従事していただく方を募集します。お申込み
いただいた方は、町の統計調査協力員として登録され、統計調査が実施されるごとに統計調査員
として従事していただくことになります。
　統計は、明るい未来を創造する貴重な資料となります。皆さん、ぜひお申込みください。
■ 統計調査／統計法に基づく調査が、1年に２～３種類あり、調査結果は、国や地方の行政施策
を企画・立案する上での、重要な資料として利用されています。

■応募資格／（１）年齢20歳以上75歳未満の方
　　　　　　（２）統計調査員として、その任務が完全に遂行できる方
　　　　　　（３）求めに応じて積極的に各種統計調査に従事でき、かつ、健康である方
　　　　　　（４）選挙関係者及び税務、警察に直接関係のない方
■ 調査員の身分／調査期間中は、非常勤の公務員となり、調査の種類、受け持ち件数に応じて、
報酬が支払われます。

■主な仕事／（１）調査員説明会への出席
　　　　　　（２）調査票の配布・回収・点検・整理・提出
■ 申込み／平成22年3月26日(金)までに総務課へ。

　子育てを経験した方、豊富な知識をお持ちのシニア世代の皆さん、保育サポーターになって、ご自
身に合った子育て支援の活動をしてみませんか。
　養成講座修了後は、保育サポーターとして自分のライフスタイルに合わせた子育て支援（学童クラ
ブ・保育園の送迎・親子サロン・子供の短時間の託児）の活動をお願いしてまいります。
■日時／ 10月14日(水)～11月26日(木)(全８回)
　　　　午前中( ２～３時間程度)
　　　　※全日動きやすい服装でお越しください。
■対象者／町内在住・在勤の20歳以上の方(老若男女)

松伏町統計調査協力員を募集します

松伏町男女共同参画社会づくりセミナー委託事業

「保育サポーター養成講座」を開催します

日時 場所 プ　ロ　グ　ラ　ム
10/14（水）
10:00～12:30

役場本庁舎
2階201会議室 （１）子どもの心の発達「乳幼児期の心の発達と保育者の関わり」

10/20（火）
10:00～12:00

役場第二庁舎
3階301会議室

（２）子どもの身体発育と健康（松伏町出前講座）
　①「乳幼児期の発育の特徴」②「乳幼児期の健康と罹りやすい病気」
　③「子どもの事故と安全」

10/21（水）
10:00～12:00 町立第一保育所 （３）子どもの遊び（パート１）「発達段階の遊びと保育者の関わり」

　※クラスに分かれて園児といっしょに活動します。
10/29（木）
10:00～12:00

役場本庁舎
2階201会議室

（４）安全と事故（松伏町出前講座）
　　「家庭でできる応急手当（心肺蘇生法等）」（実習）

11/10（火）
9:30～12:30 ハーモニー （５）子どもの遊び（パート２）「子どもと遊ぼう」（実習）

11/13（金）
9:30～12:30 ハーモニー （６）子どもの遊び（パート３）「子どもと遊ぼう」（実習）

11/21（土）
10:00～12:00 かがやき （７）子どもの栄養と食生活「乳幼児期の食生活と簡単レシピ」

11/26（木）
9:30～12:30

役場本庁舎
2階201会議室

（８）子ども・子育てを取り巻く環境(松伏町出前講座)「松伏町の子育て支援」
（９）子どもとの暮らしとケア「乳幼児期の心地よい一日の過ごし方」
（10）保育の心「育児の支援者として大切なこと」

■費用／ 2,500円（テキスト代）
■定員／ 20名（申込み順）
■ 申込み／松伏町ファミリーサポートセンター
又は企画財政課へ。


